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11月の相談日（祝・休日を除く）※相談はいずれも無料です。
と　こ　ろと　　　き区　分

1０４６（２５２）８４９０
（電話相談も可）

毎週月曜～金曜日午前９時３０分～正午と午後１時～３
時３０分

消 費 生 活
（訪問販売・多重債務など）

予約制（電話可）
受付1０４６（２５２）８２１８
市役所１階相談室
※１日午前８時３０分か
ら今月分を受け付け、
いずれも定員になり次
第、締め切ります。な
お、弁護士相談は年度
内一人につき１回（２５
分以内）、その他の相談
は一人３０分以内とさせ
ていただきます。相談
される要点をよく整理
してお越しください。

毎月第２・第３・第４火曜日午後６時～８
時３０分
毎月第２・第３・第４水曜日午後１時３０分
～４時３０分

１３日夜
１４日　
２０日夜
２１日　
２７日夜
２８日　

弁 護 士
（ 面 談 の み ）

毎月第３木曜日午前９時３０分～１１時３０分１５日行 政
（国に対する要望）

毎月第２・第３木曜日午後１時３０分～４時
３０分

８日
１５日

行 政 書 士
（遺言書等作成）

毎月第３火曜日午後１時３０分～４時２０日交 通 事 故
毎月第４金曜日午後１時３０分～４時３０分３０日税 理 士

奇数月第３金曜日午後１時３０分～４時３０分１６日司 法 書 士
（登記・少額訴訟）

毎月第４木曜日午後１時３０分～４時３０分２２日不 動 産
（取引・契約）

毎月第２金曜日午後１時３０分～４時３０分
（８日まで受け付け）９日分譲マンション

（近隣・管理組合）
毎週月曜～金曜日午前８時３０分～正午、
午後１時～５時１５分市 民 一 般

担当　広聴人権課 1０４６（２５２）８２１８

1０４６（２５２）８０８７毎月第２火曜日午前９時～１１時３０分１３日人権擁護委員
（近隣問題など）

市役所１階広聴人権課毎週月曜・火曜・水曜・金曜日午前９時～正午と
午後１時～５時１５分ドメステ ィ ック

バイオレンス 担当　広聴人権課 1０４６（２５２）８４８３
ふれあい会館２階会議室毎月第３木曜日午前１０時～午後３時１５日駐留軍離職者 担当　商工観光課 1０４６（２５２）７６０４

毎週月曜日午前１０時～正午、午後１時～３時（電話のみ）認 知 症 担当　介護保険課 1０４６（２５２）７０８４
市役所４階
４－１会議室

奇数月第３木曜日午後１時３０分～４時３０分
（予約制（電話可）。１２日まで受け付け）１５日社 会 福 祉 士

（成年後見制度） 担当　福祉長寿課 1０４６（２５２）７１２７

市役所１階
障がい福祉課

毎週月曜・火曜・木曜日午前１０時～正午と午後１時～
３時（予約制（電話可））ぽむ出張相談毎月第３木曜
日午前９時、１０時３０分（各一人で予約制（電話可））

障 が い 者
就 労 支 援

担当　障がい福祉課 1０４６（２５２）７１３２
市役所１階生活援護課毎週月曜～金曜日午前９時～午後４時自立サポート

相 談 担当　生活援護課 1０４６（２５２）８５６６
市役所２階子ども政策課
1０４６（２５２）８０２６

毎週月曜～金曜日午前８時３０分～正午と
午後１時～５時１５分（電話可）　担当　子ども政策課児 童

市役所２階子ども育成課毎週月曜～金曜日午前９時３０分～１１時３０分と
午後１時～４時（予約制（電話可））ひとり親家庭

担当　子ども育成課 1０４６（２５２）７２０１
青少年センター１階
青少年相談室毎週月曜～金曜日午前９時～午後４時青 少 年

担当　青少年相談室 1０４６（２５６）０９０７
市役所５階教育研究所毎週月曜～金曜日午前１０時～午後４時教 育

1０４６（２５９）２１６４毎週月曜～金曜日午前８時３０分～午後６時（電話のみ）子どもいじめ
ホットライン 担当　教育研究所 1０４６（２５９）２１６４

毎週月曜～金曜日午前９時～正午 市役所５階教育指導課
午後１時～４時（予約制（電話可））　担当　教育指導課 1０４６（２５２）８７３２

就 学
（障がい児対象）

11月に納めていただくのは

▽固定資産税・都市計画税（第４期）▽国民健康保険税（６期）▽介護保
険料（６期）▽後期高齢者医療保険料（５期）
※市指定の金融機関、市役所、各出張所、ペイジー、コンビニエンススト
アなどで納めてください。使用料などもお忘れなく。
※口座振替をご利用の方は、残高不足にご注意ください。
※納期限を過ぎると、督促状が発送されます。また、延滞金を納めていた
だく場合があります。
※毎月第２・第４土曜日午前８時３０分から正午まで、市役所で市税、国民
健康保険税の納付窓口を開設しています。詳しい内容は収納課　1０４６（２５２） 
８０２１へ（国民健康保険税については国保年金課1０４６（２５２）７００３へ）。
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　大気環境保全と地球温暖化防止を目的とした１１月の「エコドライブ
推進月間」には、なるべく自動車の使用を控え、以下に気を付けまし
ょう。

エコドライブ10のすすめ

　● 「ふんわりアクセル」（最初の５秒で時速２０キロメートル目安）に
しよう。
　● 車間距離にゆとりをもって加・減速の少ない運転をしよう。
　● 減速時は早めにアクセルを離そう。
　● エアコンの使用は適切にしよう。
　● 無駄なアイドリングはやめよう。
　● 渋滞を避け余裕をもった出発をしよう。
　● タイヤの空気圧から始める点検・整備をしよう。
　● 不要な荷物は降ろそう。
　● 走行の妨げとなる駐車はやめよう。
　● 車の燃費を把握しよう。
担当 環境政策課　1０４６（２５２）７６７５　5０４６（２５７）７７４３
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